
指定介護予防支援事業所（指定居宅介護支援事業所）における介護予防支援業務の事務手順（新規の場合）

⑤サービス担当者会議

⑥モニタリング、評価

　

②初回訪問・契約
【居宅】契約、アセスメント、基本情報/基本チェック
リスト/活動・参加チェックシートを作成
【包括】自立支援の説明、短期集中サービスの提案
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⑦給付管理

➀相談受付、ケース依頼 ③訪問指導（必要時）
新規でプランを作成する場合の訪問指導は、
従来通り包括からセラピストに依頼し日程調
整する。

③介護予防サービス計画作成依頼届出

⑧月次報告書の提出
・直接契約で介護予防支援の給付管理をした件数
・訪問指導件数
・訪問指導無しで短期集中サービスを利用するケース
の件数とケアプラン
・短期集中サービス卒業または中止（区変で要介護に
なった等評価会議がない場合の中止）になったケース
の評価票

④ケアプラン作成、提出
基本情報/基本チェックリスト/ケアプラン/アセスメ
ントシート・訪問指導実施報告書(訪問指導を実施
した場合)/ケアプラン

別紙２


